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外国企業が中国国内でビジネス活動を行う場合、中国国内に駐在員事務所や支店といった拠点

や、現地法人が必要となる場合がありますが、いずれも中国国内法に基づきその設立条件や活動

条件が規定されています。今回は、外国企業が中国でビジネス活動を行うための拠点や現地法人

の設立条件について、駐在員事務所と現地法人に分けてその相違点を説明します。 

 

 

１．ビジネス活動の主体及び拠点 

 

外国企業が中国国内で営利性活動を行おうとする場合、外国企業は中国国内に現地法人を設立

し、この現地法人を通じてビジネス活動を行うことになります。一方、外国企業が中国国内に支

店や駐在員事務所といった拠点を設立し、この拠点を通じてビジネス活動を行う場合が考えられ

ますが、この場合には原則として営利性活動は認めらません。 

 

◇外国企業の中国国内でのビジネス活動 

ビジネス活動 具体的な活動内容 
主体 

（法人格） 
拠点 備考 

非営利性活動 
取引先や投資にかかる連絡活動、

市場調査・展示・宣伝等の実施 
外国企業 駐在員事務所 

法令に基づく設立登記が必

要 

営利性活動 収益の計上を含む経営活動 

外国企業 
駐在員事務所 

支店 

弁護士事務所、金融機関等、

特別な業界に限定されてお

り、かつ認可が必要 

法人 
外国企業は投資して設立した

法人を通じて間接的に活動 

 

２．駐在員事務所の設立条件 

 

外国企業が中国において駐在員事務所を設立する場合、法令に基づいて駐在員事務所を登記す

る場合と、登記せずに活動する場合とに分けることができます。駐在員事務所を登記する場合に

は、外国人駐在員の中国での常駐（居住）が可能となるとともに、駐在員事務所名義での銀行口

座開設が可能となり、また派遣会社を通じた人材雇用が可能となるため、ビジネス活動の幅が大

きく広がります。一方、登記する場合には、毎年年度報告が必要とされるなど、駐在員事務所の

実在性について厳格な管理が行われます。駐在員事務所の登記にあたっては、以下の条件を満た

す必要があります。 
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◇駐在員事務所の設立条件 

 条件 備考 

1 「首席代表」及び「代表」の任命 
「首席代表」1名は絶対要件 

「代表」は任意で 3名以内 

2 中国国内所在地の確定 商業用住所での登録が必要 

3 
外国企業が外国で合法的に登記されており、2 年以上の

経営実績があり、かつ経営期間中であること 

一年に一度、年度報告手続きにより外国

企業の実在性確認が実施される 

 

３．現地法人の設立条件 

 

現地法人は駐在員事務所と異なり、中国会社法に基づいて設立され、外国企業から独立した経

営主体として経営活動を行うことになります。現地法人は登記された経営範囲に基づき営利性の

あるビジネス活動を行うことが認められます。この場合、外国企業は、現地法人への出資者とし

て間接的に中国でのビジネス活動に携わることになりますが、現地法人の収益は直接外国企業に

帰属するわけではなく、利益配当を通じて外国企業に分配されることになります。現地法人の登

記にあたっては以下の条件を満たす必要がありますが、いずれも独立した法人として経営を行う

ための条件と言えます。 

 

◇現地法人の設立条件 

 条件 備考 

1 会社名称の選定 屋号の重複がないよう、事前登録が必要 

2 「法定代表者」の任命  

3 資本金の金額の確定  

4 登録住所（本店所在地）の確定 商業用住所での登録が必要 

5 経営範囲の確定 

経営活動の内容を確定します 

外資のネガティブリストに該当する経営範

囲は認められない 

6 董事、監事の選任 

経営意思決定者としての董事、経営監督

者としての監事について、それぞれ最低

1名の選任が必要 

7 
出資者である外国企業が外国で合法的に登記されてい

ること 
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